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私学の中小企業的体質について(2)

私学の中小企業的体質について(2)

私立大学の「不均等発展」

尾形憲

４ 

私たちは，前稿において，わが国の私立大学_さしあたり新制大学一の

全般的な状況を，学校数.教員数．学生数などといった主要な指標により

ながら，歴史的に検肘した。そこで明らかになったことは，私立商校の場

合と同じく，とくに近年の爆発的な学生増の大部分を，私学が内的諸条件

を劣悪にしながら引受けてきたこと，文科系・理科系別に内容を見るなら

ば，国立は理科系に重点があり，私立は文科系と，その間にきわめて著し

い対照があることであった。さらに私立大学の中にある不均等発展は，

「十把一からげ」的な全体的考察にとどまりえない具体的・個別的検肘を

とくに必要とさせることも，私たちは見た。そしてその中で，近年の学生

増の大半の担い手は，しばしば言われるように「マンモス」大学ではなく

て，むしろ中規模の「高度成長グループ」であったことも，明らかになっ

た。またブームといわれる大学新設が，実は，初年度在学者定員未満校が

年々兇から半分，なかには４～５年たっても定員未満の所さえあるといっ

た深刻な事態を伴なっていることも，まことに予想外であった。

私たちの次の課題は，さらに立入って，教(綱員，施設，学生，経費

（財政）といったさまざまの側面から検討を加え，この中でも著しい私立

大学の中小企業的体質と「不均等発展」を明らかにすることである。いう
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までもなく，これらの検討は，そのいずれをとっても，それぞれ独自に取

上げられ，またさらに細分して考察されねばならない広汎な内容と数多く

の問題点を含んでいる。しかしこれらについての個別的な展開はすべて今

後の課題とし，さしあたりここではきわめて概括的なアウトラインを素描

するに止めねばならない。

私たちはまず教（噸）員の研究・教育・労働にかかわる諸問題の検討か

らはじめよう。

１．教員の構成

イ．年令別

第22表に明らかなように,私立では60才以上の教員が全体のほぼ20％

を占めており，しかもこの比率は年々著しく高まっている。他方３０才台

から５０才台にわたるいわゆる中堅層は，国立に比べるとかなり少ない。

一口でいうと，私立の教員の全般的な老令化現象はかなり著しい。

このような事態はほぼ次のような諸事情によるものと思われる。すなわ

第２２表年令別本務大学教員榊成推移 (％） 

江ＩＣＵ

注）各年度『教員調査」により算出。

２ 



私学の中小企業的体質について②

ち，国立では定年制があるのに，私立ではなかったり，あっても年限が商．

いこと，私立の多くでは助手からの教員養成が制度的に確立していないこ

と，とくに近年の教員補充難に際し，諸条件の悪い私立では若年ないし中

堅層の採用が困難なため国立などからの定年教授の導入にかなり依存せざ

るをえないこと，などによるものと思われる。

全般的な状況は以上の通りであるが，個々の大学ではまたかなり様子が

異なるものもある。大沢勝氏が１９６５年６月行なった「私大調査」によれ

ば，一方では３０才未満が僅か4.7％，６０才以上で36.2％，７０才以上だ

けでも全体の１割以上という「老化」大学もあれば，他方では２０才台の

教員が全体の路，３０才台以下で７５．５％，７０才以上の教員はゼロという

「青年」大学もあったという(1)。しかも氏の指摘されるように，全般的な

中堅層の薄さは，一面で私立大学における「老化」大学と「青年」大学へ

の両極分解現象を物語るものといえよう。このような個別的・具体的検肘

を各大学について，とくに勤続年数などの検討とも併せ行ないうるなら

ば，きわめて興味ぷかい結果が得られるであろう。

（１）大沢勝『現代私立大学論』ｐｐ,102-3．

ロ．職名別

現在の日本の大学においては，教授・助教授・講師といった区分は，多

分に社会的なレッテルとしてのみあり，とくに内部においては，定員制の

有無にかかわらず，賃金の差別以外ほとんど実質的な内容を持たないもの

となっている。従って職名による構成比較も，それ自体としてではなく，

これを通じてその背景にある諸事情を明らかにするものとして意味を持ち

うる。

定員制のない私立，とくに大規模大学では年功序列により昇進が行なわ

れることが多いが，定員制のある，とくに講座制の国立では，研究歴・教

歴も長くしかも業繍も高いにもかかわらず，いつまでも助教授という事例

は少なくない。また国立の専任識師は，戦後師範学校などが大学に昇格し

た際研究業績のない教官を－時このような形で措匠したこともあり，とく

３ 
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、

に識座制では講師定員はない建前も

あって，全体として減少の方向にあ

る(2)。

②これらについて現在日教組では教

授・助教授の俸給表（教育職俸給表

Ｈの１等級および２等級）の一本化

および専任講師の制度と俸給表との

廃止を要求して運動を進めている｡

－カ国・私立における理科系の比

重の差は，とくに助手の比率の大差

となって現われる。

第２３表に見られる私立の教授．

識師の比率が相対的に高く，これと

対照的に助教授・助手の比率の低い

ことも，単に人件喪を低く抑える方

策とのみ速断したりするのは危険で

あって．以上のような事情をもふく

めて内容的に立入った検討を行なう

必要があろう。たとえば，年功序列

的な昇進が事実上行なわれている私

立の大大学の場合は，助教授よりも

むしろ講師がはるかに少ないといっ

た例がかなり見られる。

′､、男女別

私立では，女子大や家政学部の多

いこと(8)などを反映して，女子教員

の比重はかなり高い。すなわち第２３

表によれば，私立では教員総数の
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私学の中小企業的体質について②

12.2％と，国立の4.3％に比ぺ著しい差がある。絶対数でみても，私立

は国立の２倍をこえている。

また国公私立共通のことではあるが，女子の場合，助手が過半数を含め

ていることは注目に値する。

．③1967年度「大学一覧」によれば，国立は74大学中女子大２であるのに対し，

私立は256大学中女子大が７１とＶａに近い。また家政学部は国立２，公立５，

私立29,計３６となっている。

二．専攻別

前稿で見た学生・学部の構成によりある程度予想されることであるが，

第24表によれば，1962年における私立の専攻別教員榊成は，文科系46.7

％，理科系43.7％となっているのに対し，国立のそれは文科系23.7％，

理科系６９．２％と著しい相違を示している。しかも絶対数で見た場合，私

立は文科系でも国立を若干上廻る程度に過ぎず，学生数では同年度８倍近

いのと大きな差がある。これは私立の教員の過重な負担を端的に物語って

いる。

第２４表主担当研究分野別教員数（1962）（単位：人・％）

分’国泣

Ｍ１Ｕｌ 

１０ 5９１１６８－０４２ 

Ⅱ別

】別４５．】、

1．『教員調査』により算出。

2．各欄の右側は総数に対する比率を算１１｣したもの。

＿=＿－－－－－－－￣－－￣ 



６２年以降の状況は明らかになってはいないが，学部学科増股の状況な

どから見ても，国私立の教員構成における以上のような相違はさらに激化

しているものとみてよい。

ホ．学位取得者の比率

６５年現在で（第25表)，新制，旧制をふくめた博士号取得者が全教員中

に占める比率は，国立の38.8％に対し，私立は18.5％である。しかもこ

の数字は，大学急増にともなう教員急増のこの数年，とくに私立で著しい

低下を示している。ただこの場合も，国・私立の比較に際しては，国立で

理科系の比重の高いことを考慮する必要があろう。

へ．出身別

全般的に見て私立では，博士課程卒を別にして，新制出身者（大学・修

士）の比率が国立よりも若干高い（第26表)。また国・公・私立の大規模大

学につき，自校・他校別に教員の出身椣成を見れば（第27表)，国立はＴ大

第２５表博士の学位を有する教員数（1962）

立 私 立国
区分

旧制ｌ新制’計 |日制｜新ＩｌｊＩＩｌ計

学長

散授

助教授

瀞師

助手

６６ 

２，４６２ 

７０２ 

５３８ 

４６４ 

６６ 

(44.9） 

２，４６６ 
(42.0） 

７８０ 

(25.7） 

６４３ 

(18.8） 

５５２ 

(16.5） 

４，４５７ 
(28.2） 

５４ 

４，１３８ 

３，０６７ 

８６６ 

５４ 

(75.0） 

４，１３８ 
(63.3） 

３，２２５ 
(40.9） 

９８７ 

(35.2） 

２，７０８ 
(30.7） 

10,932 
(41.9） 

４
８
５
８
 

７
８
６
 

158 

121 

1，５０４１１，２０４ 

面河 1,303 4,232 235 

計
8５２１２，９５６ 11,808 

(38.8） 
8， ４ ,３５７１１，１２８ ５，４８５ 

(18.5） 

｢教員澗在』による。

（）内は比率（％）

iil・の下欄は６５年のもの，

注）１．

２． 

３． 

６ 
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第２６表出身学校別教員比率（1962）（％）

立立 私国

藷El薮i;J蔓藪
分区

;;liiFMiiiiilili;lilii 
講師|助手|計

大学予科･高・専

新制大学

旧制大学

大学院(修士）

大学院(博士）

その他

１
３
２
１
 

●
●
●
●
●
●
 

２
７
１
７
５
６
 

１
１
５
 

16.21 
16.5 

31.4 

15.9 

12.3 

７，６ 

０
５
１
９
１
３
 

□
●
●
。
●
●

５
２
３
１
５
２
 

６
１
１
 

11.1 

舗
88.9 47.2 

10.2 

９．０ 

３４ 

９
５
１
 

●
●
●
 

５
６
４
 

10.6 

15.3 

４．０ 

２
１
５
 

●
●
●
 

０
０
８
 三|烏

注）「教員調査』により算出。

第２７表国・公・私立大学教員出身別比率（1966） (％） 

、
‐
】
【
Ｌ
円
』
【
Ⅲ
夕
■
ｎ
円
し

注）「全国大学職員録」により概算。

７ 

自校
自校以外
私立

東大・京大
東大・京大
以外国立

ＴＫＨｍｍｏ匪曄 ２５８５２１３９ ９８５６６５４６ １１３１２６２１ 
９ 

０５ Ｊ１ 京束くく

４３５０５１ ２２２３２２ 
５６ 
３ １ 

９９９ 
５ ２ 

８ 

Ｔｏ 
４ 

２ ２ ５４ ８６ ６３ １２ ２３ 

大

国立一国立
公立

５３６５１６８２６１ 
１１１１ 
２２１ 

５９ ４５ 
９ 

５３９６１２９ 
４５ 

３３４６ ４３１４７１３４５５ ２２１２２８５９１２ ３２８３２７４２２１ ＣＨＫＭＲＷＤ唾私立
Ｊ１ 鐡”｜くく一ＫＲ’ 
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の９２％，Ｋ大の85％という「純粋培養」を筆頭に，いずれも「自給率」

が高い。これに対し私立では，Ｋ大，Ｗ大の８０％前後を除き，Ｄ大の４５

％がやや目立つだけで概して自校出身者の比率は低く，しかも他方国立Ｔ

犬，Ｋ大出身者の占拠率はきわめて高いことが注目される(4)。

，側なお新堀通也『日本の大学教授市場』参照。

卜．以上は本務教員についてであるが，次に兼務教員はどうか｡、実数の

推移は前稿第６表の通りであるが，教員総数の中での兼務者の比率は第２８

表に示されている。国立の場

第２８表教員総数中兼務者比率の推移（％）合は近時その比率がかなり高

|： 

年次１国立｜公立｜私立
<なってきたが，なお本務４

人に１人程度である。これに

対し私立では比率そのものに

はさした変動こそ見せていな

いが，一貫して本務にほぼ匹

敵する兼務者数を示してい

る。このように兼務者の比率

の高いことは前に見た高校の

場合と同様であるが，ただ大

学の場合は，単に本務者の堂

的「穴うめ」に止まらない質

的な側面，即ち研究分野の多

■■ 

4℃･町

注）『統計』（ただし'６６は『速報』）によ様性による需要を考慮する必
り算出。

要があろう。

なお専兼任の比率は大学によってかなりの差があるが，むしろ大規模大

学で本務教員の不足を補うための兼務者の比率が高い例が多い。第２９表

は都内のいくつかの大規模大学について見たものであるが，大学設腫基準

第12条に｢兼任の教員の合計数は全教員数のＶ２をこえないこと」と規定

してあるのも，空文にひとしいことがわかる。

８ 
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私学の中小企業的体質について②

2〆賃金 第２９表都内私立大学本務・

教（職）員の研究・教育Ｐ労働条件を 兼務教員数（1965）

問題にするとき，逸することのできない

ものは，賃金である。賃金は単に生活を

支える経済的な条件としてあるだけでは

なく，教育・研究の主体を支える物的な

基盤として，すぐれて研究・教育条件の

一つ，しかも基本的なそれとして把握さ

4６１６９m 

411 

－J‐～。Ｌ〃￣夕丁一一卜、‘･￣－ｍ■グー■ン－Ｊ￣“＝￣

注）〕|延京私教連『私立大学給

れなければならない(5)。賃金が不十分な与規定集」５－３による。

ため「兼業」化せざるをえないといった状況で，満足な研究・教育が期待

しうるはずはないのである。

（５）賃金をこのようなものとしてとらえることにより，たとえば，教職員組合の

ペース・アップ闘争も，単なる「物とり」から脱しうるし，経済斗争を敷育闘

争というより商い次元に矛盾なく包括することができる。教職員の賃金が学生

」にとっても重要な教育条件であることは，後に問題とする学費が教職員にとっ

て噸かぶり」を許さない教育条件であることと同犠である：ペース・アップ

は教職員組合の問題，学費は学生自治会の問題と単純に割切るわけにはゆかな

いのである。従来多くの組合は学費値上げにIIT実上使采してペース・アップを

かちとってきたし，また学費値上げ反対の学生自治会が組合のべ・ア闘争を否

定して「執行部をクピにしろ」と理事会に要求したりする例も見られるが，こ

れらはいずれも自ら非難する，教学の観点を忘れた「物とり主義｣，企業内に

のみ目を向けた「経営主義」に堕しているものといわねばならない。

賃金について，その実態の把握や比較がきわめて困難なものであること

は，他の一般産業の場合と同様であるが，とくに私学の場合，このために

利用しうる資料は，文字通り数えるほどしかない。

全国的なものとしては，文部省が1947年以来３年毎に行なっている『学

校教員調査報告書』の中の賃金統計が利用しうる。これは個人調査をもと

にして作られた悉皆調査である。一方抽出調査ではあるが，毎年行なわれ

ており．大よその趨勢を知るためのものとして人事院の民間給与の実態調

査がある。これらはいずれも全体的な国・公・私立の比較には使用しうる

、

９ 

大学 本務 兼務

ＣＨＭＲ町ｗ
468 

346 

481 

３１５ 

３４５ 

８２９ 

７ １ ５ 

０８５１３ ９４５８０ ６５２２７ 



が，また人事院鯛査は従業員500人以上と500人未満といった規模別の格

差を比較できるが，個別的な大学間の比較というようなより立入った検討

には利用できない。そして私学の場合，前に見たような「不均等発展」の

中で，単に平均化された全体についてのみ見るのでなく，具体的・個別的

な検肘を行なうことの不可欠なことは，すでにくりかえし強調した所であ

る。

このような各大学ごとの賃金およびその他の諸条件の比較のための資料

としては，近年のものであるが，１９６２年以後東京地区の私立大学教職員

組合連絡会議ないしは東京私学教職員組合連合（以下「東京私教連」と略称）

が毎年作製してきた『私立大学給与規定集」があり，これは６６年以後日

教組私学部の手による『全国私立大学給与規定集』へと引きつがれる。も

っともこれらの給与規定集は，東京地区にしても全国にしても，その中に

包括される大学は教職員組合のある１０数校から20数校に限られ，しかも

その内容は必ずしも十分満足しうるものではない。

一方私大経営者の側では，このような組合側の資料作製に刺戟され，関

東・関西’０大学レベルで近年かなり詳細な賃金をふくむ諸条件の資料を

作製したことがある。しかし現在に至るまでこの資料は大学間の「紳士協

定」にもとづいて公表されておらず）その一部が組合側に漏れたというこ

とで，大学間で問題になったことさえある。また日本私大連盟では，とく

に近年賃金その他各大学の実態について調査を行なっているが，ここでも

全体としての結果は別として，個別的な各大学のデータは一切外部に発表

されていない。

現在私立大学の危機が叫ばれ，経営者の側からも教WWi員の側からも国庫

補助一一般的に言って公費助成一が緊急課題としてとり上げられ運動

も進められているが，それにもかかわらず，一方では天下の「公器」であ

る大学が賃金その他の諸条件，財政内容などについて旧態然たる秘密主義

を固持していることは，まことに不可解なことといわねばならない。それ

らの資料は大学の研究・教育をよくしてゆくためのものなのか，それとも

－１０－ 



私学の中小企業的体質について②

単に「組合対策」ないしは「学生対策」のためにすぎないものか，疑わざ

るをえないのである〔⑩。

（６）文部大臣の諮問機関の私立大学問題懇談会が，昨年７月27日行なった「当面

する私立大学の諸問題について」という報告では，経理の公開について，これ

を「推進することは，やり方いかんによっては，ためにする者に利用され学内

に無用の紛争を招く原因ともなるので，その必要性および適切な方策について

はなお慎重に検討する必要があるとする意見……があった」と述ぺている。公

開された経理その他の資料について誤った指摘があるならば，事実に即して堂

々とこれに答えればよい。私学経営者にはその自信がないのであろうかＴ

ともあれ，このような状況の中で実態を把握しようとする私たちの作業

はきわめて困難なものである。そしてそれは今後の長期かつ着実な作業の

継続を要求する。ともあれ一先ず私たちは，限られた不完全な資料にもと

づきながらも，第一接近としての検討にとりかかることにしよう。その

際，たとえば職務給化の問題をふくむ賃金体系など，本来逸することので

きないいくつかの大きな問題も，今回は遺憾ながら割愛せざるをえない。

イ．国立および他産業と比較した私立の賃金

私大教員の賃金については，その絶対額もさることながら，ここでまず

問題とするのは，国立との比較である。くりかえし言うように，このこと

は国立の賃金が満足できるものであるということでは決してない。立入っ

た検討はここではできないが(7)，国立大学の教員の賃金それ自体が一般公

務員ないし他産業と比較した場合著しい低位にあるのであって，研究・教

育を支える保障からはきわめて程遠いものである。このため，国大協から

はさしあたり「裁判官，検察官なみに」という要求がなされている。この

ようなことは以下の諸条件の比較の際も同様であり，たえず念頭におかれ

ねばならない。

（７）さしあたり，資料としては若干古くなっているが，日本学術会議「科学者生

活白書」1959,同「科学者待遇問題調査報告番」１９６３を参照。また日本学術

会議科学者の待遇問題委員会が１９６６年６月行なったシンポジウムは，多くの

問題を提供している。

はじめに第30表によって本務教員の平均賃金の推移を見てみよう。

､ 

－１１－ 
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第３０表本務教員平均賃金推移 (単位千円）

教綬

功教授１６４

4８１９A HH腰帥１４＄

4｛ 

注）「教員鯛査』各年次により５月分の税込み賃金総額を示す。

この数字は，５月分の税込み賃金総額となっており，国・公立の場合毎

年秋に行なわれるぺ゜アは,当然この中に含まれていない｡そして私立の場

合はとくに大私学のほとんどが４月のべ・アである。以下の数字についで

も同様であるが,この点を考慮すれば,国･公立との差はさらに大きくなる。

ただしここで気づくことは，学長・教授・助教授・講師・助手と分けて

見た場合，たとえば１９６５年度については，国立を１００として私立の教員

の賃金がそれぞれ72.6,86.7,93.8,94.0,83.8であるのに，総計で見

一１２－

区分． 国立 公立 私立 平均 国立を１００とし
て私立の指数

1953 26.5 25.6 18.1 24.0 68.3 

'5６ 32.1 31.0 25.5 29.9 79.5 

, 

5９ ９４１１１ ０●●ＤＣ ８４９０１ ７５３３２ 長授授師手教学教師講助
計 35.7 

９８７７２ ●●●●● ３５９０１ ７５３３２ 
35.2 

９１４２７ ●●●●● ０５１３３ ６４３２１ 
31.2 

２９２１０ ■●■●● ７２０７５ ７８８７６ ６８５１６ ●●●●● ８０７７９ ６５３２１ 
34.3 87.4 

， 

6２ 長授授師手教学教助辮助
計

８ １ １ 

７２８８ ７５３２ 
4９ 

３ １ １ 

０３１９ ８５４２ 
4９ 

８４４３１ ９６４３２ 
4５ 

６ ０ １ 

２０６６ ７５３２ 
4８ 

１２７９０ ●ｐ●０■ ３３４６５ ８８８８７ 
91.8 

、

6５ 長授授師手教、学教助鱗助
計．

０ ９ １ 

７４９７ ９６４３ 
6２ 

９４ ４０ １１ 

０４０ ７５４ 
6５ 

８ ３ １ 

４０６１ ８６４３ 
6０ 

２ ５ １ 

２３８６ ９６４３ 
6２ 

６７８０８ ●●●０● ２６３４３ ７８９９８ 
96.7 



私学の中小企業的体質について②

たときはそれらの何れをも上廻って９６．７と，国立との著しい接近を示す

ことである。この一見奇異な数字は，なかんづく前に見た職名別構成の相

違から説明することができる。

一方文部省管理局振興課の調査による国･･私立の賃金比較は第３１表の

通りであり，また毎年行なわれている人事院の民間給与実態調査の結果は

第32,33表の通りである。

(円）第３１表．私立大学本務教職員平均賃金（1965）

私 立

国立平均(BＩｌ（AV⑧区分
職名｜金額｜平均(A）

学長

教授

助教授

識師

助手

146,907 

８７，０４９ 

６１，３８７ 

４５，８５３ 

３１，１５２ 

賃

教
92.99％ 60,674 65,246 

金

学長

教授助

教授

識師

助手

587,033 

353,374 

252,105 

183,537 

133,116 

賞

88.35％ 247,8981280,558 
貝

与

部局長

課長

一般職貝

履用人

立
に
ほ
さ
，
。
年

鯛
轤

部
の
・
金
月
手
手
立

文
校
る
貸
毎
る
菱
私

学
よ
か
れ
扶

１
１
２
３
 

注

賃
職

金

部局長

課長

一般職且

雇用人

賞

&艫で露鰯漱
６５年度の年額である。

貝
与

これらによれば全体として見た場合，私立の国立に対する格差は年々改

善されており，近年はほとんど追いついてきていることは認めてよいであ

ろう。また第３１表によれば,､その改善は500人以上よりも500人未満に

おいて相対的に著しく，その間の格差はかなり縮まっている。とくに雛師

－１３－ 
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第３２表私大教員規棋別賃金推移 (円）

芝l教授l助教授|識師|鰯 芝l教授|助教授
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注）１．，５９は人事院ｒ職種別民間給与実態調査の報告｣，’60～'６６は各年度人事院『民間給与の実態｣，’６７は「人事院月
釦１９６７．９による。

２名欄上側の数字は平均年令。
３．，５９の助手は新卒を除く。
４賃金額は基本給その他月ごとに支給されるすべての賃金で，各年４月（'５９は３月）に支払われたもの。

〃

年次

従業員５００人以上
ｅ 

学長 教授 助教授 講師 助手

同５００人未満

学長 教授 助教授 講師 助手

平均

学長 教授 助教授 識師 助手
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第３３表国・私大学教員平均賃金推移（円）

8４， 

ユロ．

n．DII 

注）各年度９月号『人事院月報」による。
● 

助手層では絶対額で見てもそうである。

職名別に平均年令を考慮しながら名目賃金を比較した（1965）のが第３４

表である。これによれは助手と助教授を除いた他のいずれについても，平

均年令は高いにもかかわらず,平均賃金は低位であり，それはとくに教授・

学長において著しい。平均年令は，前に見た(第23表)国・私立の教員構成

の相違にかかわりをもっており，たとえば私立の助教授の平均年令の低い

のは多分に国立のような定員制のないことによると思われる。従って私た

ちは職名別にではなくて，むしろ直接年令別に比較を行なってみよう。

第３４表本務教員平均年令・賃金（1965）（単位：才・円）

金ｌ年令ｌ賀金｜年令ｌＴ町【金

５４９１１９０．３０６１６４９１１４日

致描 Ⅱ 

flXfＥ 

Ⅱ． Df 

4()１４４－０１６０．３(】６

注）『教員調査』により５月分の税込み賃金額総を示す。

－１５－ 

年次 国立（A） 私立（B） (A)／(BＩ 

ヘリｎＵ可▲⑨今回Ｊ凸伍巨凹Ｒｕ写ＩＲＵＲｕＲｕａＵ公ＵＡｕ度Ｕ瓜〉公Ｕハサ，０１Ｊ９Ｊ９０
１ 

４７７０６２５１ ９０７２７９０４ ８１４４８４８３ ９９９９Ｊ９９Ｊ ７６９４８４８３ ３４４５５６６７ 
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８１７１５１３０６ ●●ｃ●●●●●● １５６９１３４５７ ７８８８９９９９９ ５７８６３５２６ ２５９９９０５７ ２９０７７８３６ ，９９９９９Ｊｙ ２９４９４０５１ ３３４４５６６７ 

年令 賃金 年令 賃金 年令 貸金｜年令 賃金
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１ 

計 ４１．４ 62,367 40.1 65,34Ｃ 44.0 60,306 42.3 61,861 

=二二｣七△＝ ｜国立｜公立｜私立｜平均’
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第３５表大学本務教員年令別平均給与比鮫（1965） (円）
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注）１．「教員胴衣」による。

２．４０年５月分の税込み給与総額を示し，無給者を除いた平均である。
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153,000 
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私学の中小企業的体質について②

第３５表およびこれにもとずく第２図がそれである。一見明らかなよう

に，職名別で見た場合よりも格差はさらに縮まり，とくに若年層において

は国立を上廻る「逆格差」を示している，べ゛アの時期を考慮しても，ほ

とんど差はないと見てよいであろう。しかし中年において（図では４４才以

降）この賃金のカーズは国ｄ公立と開きを見せはじめ，高年令に及ぶに従

い，その間の格差は増大する。私立高校の場合にも見たような典型的な中

小企業的賃金カーブといってよい。

Ｐ 

第２図本務教員年令別平均給与

（1965.5） 

万

r１ 

ｕ 

上

注）１．国・公立は９月にペアがある。

２．『教員調麺により作製。

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
「
１
１
１
－
「
Ｉ
‐
Ｉ

なおここで留意せねばならないことは，私立の場合国・公立に比し後述の

ような研究喪とか授業負担とかについてのさまざまの格差があることであ

り，これを抜きにして名目賃金が国公立に追いついたとか，部分的には追

いこしたなどいうことは，無意味である。

－１７－ 
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第３６表職穂別・規模別・学歴別賃金額等（1967）

蔽種
聞金(196

叩！柳ｈｊＬｏ
ｒ唇仕1-1

■ 

９８５１騨鵯群紛歩

項・署TTFﾖ可巫

８９２１灘議轍
亜ＴＴＵ岳。

411 

OB 

ＥＰＯ對Ｔｌ目bZ卍Ｌｌ四

０Ｆ 

別U千Ｕ●揖T届四

展望1m １０』I、
､采

;Ｍ｜鱸獣
]ＦＰ・揖TnEHI酉呂

F1甲・調Ｔｌ1斗ロヨニＩ沮

醗務係図

引中・要h｢円託囚亙１６５１１

功勃【損 4０ 

訊等字石E教綱１５，UBC Ｏｕ－ 

注）『人事院月報」１９６７．９による。

－１８－ 

大学学長

大学教授

大学助教授

大学講師

大学助手 ７７２０５ ０５７２４ １００５７ ５３２１ 
67.6 

55.4 

40.0 

37.3 

28.6 

186,258 

108,846 

74,616 

59,510 

４０，５１１ 

高等学校校長

高等学校教論

159 

5,086 

58.7 

36.8 

119,706 

49,381 

灘I1lIiIlLLJ



私学の中小企業的体質について②

次に一般産業との比較はどうか。業務の内容，責任度などさまざまの質

的な相違があるので，単純な比較はもちろんできない。かようなことを承

知の上で，ここではさしあたり，人事院の調査をもとに年令による大まか

な比較をしてみよう。第３６表がそれである。これによれば，大学教授は

賃金額から言って大卒の工場長・技術部長をかなり下廻る。しかも平均年

令でいえば，逆に８才前後高くなっている。このような年令に対する賃金

の開きは，助教授・講師・助手と下るにつれて小さくなるが，遂になくな

りはしない。これは，一面民間の儀金カーブに比し，私学のそれがかなり

ゆるやかであることを示している。

ハ．私立大学間の賃金格差

中小企業の場合と同じく，また前に私立高校の場合にもふれたように，

私立大学においても学校間の賃金格差は甚だしいものがある。前出第３２

表によれば，平均で見た規模別格差はここ数年若干の縮少を見せてきては

いるが，個別的に見ればなお開きはきわめて大きい。第３７，３８表は日教

組調査による私立大学の教員標準本俸比較であるが，これらによれば，年

令および職名による差はあっても，組合がある大学の範囲においてさえ，

最低のところは最高の２/８程度であり，この裏付けとなっている労働（週

担当責任時間）の差も考慮するならば，半分以下にすぎないものとなる。

しかもこれは，順調なコースを辿ったときの規定上の標準本俸について

であって，このような本俸を支払われている場合はむしろ少なく，大多数

はこれを多かれ少なかれ下廻っている。その理由の第１には，経歴換算が

あり，最も有利な場合就任後一定年数たてば，異種・同種経験その他すべ

て100％換算という所がある。第２には教授・助教授・講師といった身分

による昇給差別があり，全然差がなく給与表が１本の場合，はじめから表

が分れている場合，途中から「枝分れ」する場合などさまざまである。し

かも大規模大学で組合の力も強い所では，概してこれらも有利になってお

り，このため実際支払われる本俸は標準本俸で見たものよりもさらに大き

な格差を含むものとなる。実際支払われている本俸の平均額を各職種ごと

－１９－ 
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第３７表私立大学本務教員標準本俸比較（1966） (円）
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]００１５１．８００１８０４００１１０４.４００１１２９．９０【

jＴｌＦ 

０００１５６.３００１８３．２００１１０９．２００１１２Ｌ４０Ｃ 

庚討坪[)ｋ１３６．９００１５４．１００１８８．１００１１２６．５０［ 

０００１４８．０００１７５．IＯＯｌ９７．IＯＣ 

雛鮎溌ili6露i摩'下段は組合の改酊蕊求。
担当時間は１回＝211とする。・
日教組私学部１９６６『全国私立大学給与規定ｊｉｕおよび各大学給与規定
による。

注） ●
０
●
●
 

■
■
Ｌ
｜
、
シ
』
の
元
Ｕ
口
勾
ユ
ニ

－２０－ 

教授専門課目

週担当責任時間

京

浜 ００００００００００００ ００８００００４００００ ３００９８８３２６５５０ １９９りげ９８０９３Ｊ９５４４４５７６１７２６２ ３３３３３３３３３３３３ 
Ｗ艶

Ｒ－ Ｏ Ｋ 

ＨＭＲ 
ｙ・』ＴＳ 

ＣＫ 

ｋｇ ＴＫ ００００００００００００ ０００００００３００００ ７８６１１７３４６１１０ ０９ＪＪ９９００９９２Ｊ ２８６４５３２５５０５３ ５４４５５５５４５５５４ ００００００００００００ ００２００００６００００ １１２１２４１２０２４６ Ｊ９９９９９９８９９Ｊ９ ８４８９０９３３２７１５ ７７６７８７７７８７８６ ００００００００００００ ００８００００１００００ １４８６２４０７２５７７ Ｊ９Ｊリリ９ＪリリＰ日ｐ１０６０２５８５３４４８ ００８０００８０１９０８ 
１１ 

１１１１１１ 

ｈ 

８２２ １１ 
８ 

００００ １１１１ 
００００００ ００８０００ １７５５３０ 

ｊ 

才８２岨⑫週
ｊ ４才４，回皿

０ ０ ５ ８０４ ２５０ １１１ 

８８８ ０００ ０００ ０３６ ？ｊ■ ５５８ ４１２ １１１ 

愛知 Ａｍ 

29,300 

35,100 

32,000 ０００ ０００ ３３６ Ｌ９尻４４４ ０００ ０００ ７３０ Ｊ，■ ５７１ ６７７ 
93,900 

108,700 

100,200 

(61才）
125,000 

121,400 

未定

８ 

1２ 

近畿
Ｄ 

Ｒ 

Ｋ 

Ｋ９ 

Ｍｍ 

０ｋ 

OＳ 

Ｋｋ ０００２０００００ ０００５０００００ ０２２４０９０２０ ？ｐ９？？９９３０ ５７３４７６２６１ ３３３３３３３３３ ００２０００００ 帥卯・酊鉛、伽加伽
１８ 

１１Ｊ１ＪＰ １２２６４６２８ ５１５５５５４５４ ００２０００００ ００７０００００ ４９２２１５２１ 
００ 

Ｐ，９口９Ｂ０９９３８８１５ ８７７８８６８７ ００４０００００ 如帥塑加釦卵如ｍ
ｙ■ 

００９Ｆ９Ｂ ４６７９６０７７ ００００２９０９ １１１１１１ 
129,900 

128,500 

132,300 

121,400 

110,500 
130,000 

中８８８８８討検

０２ １１ 
中国 Ｈ ］ 25,600 38,700 64,200 93,000 102,300 1２ 

九州
Ｆ 

Ｋｒ 

Ｓｎ ２００ ５００ ９２８ 〃０□９６９ ２２２ １００ ２６０ ３６７ ？？□ ８９３ ４３４ 
770922 

65,690 

69,000 １００ ９８０ ６３９ Ｊ，■ ９５３ １９９ 
１ 

８００ ２００ ２８３ ９０■ ０３６ ５３２ １１１ ８ 



私学の中小企業的体質について②

第３８表私立大学本務教員標準本俸比較（1967）（円）

Pt己ＺＴ

$師|蝋才劉50才教授'65才教授|週担当責任時債
５．５００１５５．１００１８１．４００１１０４７００１１２８．６００ｔｌ 

４０．８００１６０．４００１８９．０００｜】２２．８００１１５７．４００１：

、Ｉ

ｑＨⅡ４１ 

ＪＯ’５６．４００１８３．９００１１０６．９００１］３１．３００１９ 

３００，５５．９００１８２．４００１１０１．７００１１２２．５００１８ 

３．５００１５５．７００１７８．２ＵＯ’９４．８００１１１３．６００IＣ 

３’３３，０００１４４０２００１６５．５００１９ａＯＯＯｌｌ２５･ＯＯＯｌ８～1０１６（ 

ＵＵ 

ｉｔ院69

〕O'52.400179.90011058001腿bOC

Ｔｋは’６６のまま。

担当時間は１回＝２ｈとする。

日教組私学部1967『全国私立大学給与規定集」および各大学給与規定

による。

注）１．
２． 

３． 

にいくつかの大学について比較したのが第３９表である。

また賃金には本俸以外さまざまの手当があり，この差も無視することは

できない。勤続給（年功加俸・勤続手当）は全くない所から年100～300円

まであり，たとえば勤続３０年といった場合最高8,400円に及ぶ。家族手

当は配偶者（第１人者とする例がある)･につき，2,500円から６００円，責

任担当時間以上の超過時間手当は最高2,700円から全くない所まで，とい

う状況である。このほか，交通費・役職（職務）手当・入試ないし期末試

一２１－

大学
標準本俸

24才助手 30才識師
40才助
教授

50才教授 65才教授

教授専門課目

週担当責任時間
停年

東京 ００００００００００ 知的釦的妃“卯仙蛆加リリ９９ＤＰ０８９，別鍋鍋“帥而囲躯閲ね００００００ ０００００８ １４９９３１ ０９９０１９ ５０５７４８ ５６５５５４ 
０Ｊ 如才、釦６く

５ 

０００ ０００ ９８７ ９０日５７５ ５５５ ００００００００００ ００００３１００００ ５８６７８６７８７５ Ｆ９９９？９９９，９ 鎚蛆釘諏師調記拠如犯
ｋ Ｔ 

ＣＷＭ 
【岳０ Ｋ 

町ＨＫＲ
ｙ Ｔ 

ｈ ８ 

８８０２０ １．１１ ０００ 
０ 

８８ 

００ １１ ００００００００００ ００００８１００００ ６４Ｊ９０１４Ｊ３５６６ ８Ｒ才風列山６才山２０３ｍ狙側通過⑫ｕ他狙⑫喧ｕ ０００ 
０ ００００００００００ ０００００１００００ ７８５０５２９７４８ ９Ｊ、９０９ｊＰＰ０４２７８４１６１３４ ０２０００１００１９ １１１１１１１１１ し

し

才

０００５、５５
５５ 

７７７６ 
６６ 

６６ 

なな

愛知・近畿
Ｂ 

Ｍｊ 

Ｋｇ 

Ｒｋ ００２０ ００５０ ０２７２ ＪＤＰ、３６７５ ３３３３ ００４０ ００６０ ２２８４ ？Ｐｌ■ ４２８２ ４５５５ ００６０ ００３０ ０７７８ ２９０９ ８３２５ ９０１０ １１１ ００００ ００２０ ５０９９ ０９０９ ５８８９ ６７８７ 
(鯉才）
125,000 

(59才）
113,300 

135,616 
(64才）

125,600 

8～1０ 

なし

８ 

1０ 

６０ 

７２ 

６５ 
(大学院68）

６５ 



第３９表国・私大学教職員賃金実態比較（1966）（単位：才・年・円）

説授ｌ助教授ｌ識閉 邪長｝課長ｌ事務員

rl 

L」

３１ｍH１繍

、Ｉ□Ｃ

ＤＩＵｉ 

､O’64,490,57,ljiMl40,5901101,60018 

症総ｌｌＯＩ

40△0１３胆

}0．５４０１６５．３００１５２．５９０４０．０６０１１００.Ｏ６Ｃ ４４『

9０１４４ 転総

ﾖ０，７３．７６０１６１．４６０’５８．４００１８９．９００１８０．１２０１４８．６４［ 

注）日本私大連盟「私立大学経営の現状とその問題点』（以下「経営白辮』と略

称）ｐ､63.

－２２－ 

大学 区分
教員

教 授Ｉ 助教授 講師 助手

職員

部長 課長 事務員

’Ａ 

年令

勤統

本給 ６３０ ．，９ ７６８ 
３ 

白９ ６ ｎＶ貝）、Ｕ●●の凸⑥□川詮寸上臣⑫１上９８ ０ １ 

34.0 

3.7 

59,380 

30.0 

1.0 

39,150 

57.0 

23.4 

106,930 （ⅢＵｎＵｎＵ 。①⑨凸〈【〉侮困Ｕ（ｘ）豐冴宅１▲９９ ８ 

31.0 

9.1 

52,590 

Ｂ 

年令

勤続

本給

511 

14.3 

108,050 

37.9 

6.4 

67,780 

39.1 

5.6 

65,650 

29.7 

2.0 

63.0 

26.4 

41,320128,900 ３１０ ．・９７６１ 
２ 

● ８ ３ ３０ ●●《氏ＵＱ○年ＩＱＪ４詮Ｊ１９７ ８ 

Ｃ 

年令

勤続

本給

６８ ●□ ９０ ３１ 
０ ３ ９ ９ ３ ７ ３９０ 。。ワー⑪□１几αｕＥｕ⑨二ＪＤＣ ｎコ’ ２４０ ．・２８７０ 

３ 

９ ５ ６ 

29.9 

3.1 

43,420 

55゜5

22.4 

95,270 

45.0 

15.4 

72,490 ３１０ ０』８２７２ 
３ 

■ ８ ３ 

， 

年令

勤統

本給

４６ ●● ９２ ４１ 
０ ０ ５ ■ ２ ９ 

37.7 

7.3 

64,490 

35.3 

5.4 

57,8ﾓﾚ 

28.7 

Ｌ１ 

40,590 

１９ ●● ５５ ４１ 
０ １ ２ ０ １ ８ ｎＵ－ＲＵｎＵ ００一ｎＵｎＤ臣』αＵＥｕ⑪色？１ ０ １ 

Ｅ 

年令

勤統

本給

53.61 
13.11 

39.9 

8.4 

100,170173,510 ５８０ ０・５５４７ 
３ 

■ ９ ５ 

30.81 

45, ;bil 反ＵｎＵｎＵ・・ｎワハＵ⑤。写０反』⑨』９４ ９ 

31.2 

8.1 

47,220 

年令

勤続

本絵

51.5138.3’３４．３ 
16.0 6,0 4.0 

101,920170,550157,590 

28.7 

2.0 

44,550 

57.2 

14.0 

91,550 

51.2 

17.0 

83,680 

29.2 

6.0 

41,610 

年令

勤続

本給

51.1 

12.3 

37.1133.5346 
7.5３，６ 

107,160,73,760 

9.5 

61,460158,400 ｜ｎ】）（ソ】、Ⅲ〕⑪０（ソ日くいＵ上ｈＵ勺Ⅱ△ロ勾詮己０▲ロワ７７ ●● １５ ５１ 
０ ８ ０ ０ ９ Ｂ ９ ８ 

31.8 

8.8 

48,640 

年令

勤統

本給 １３０ ．’６ ２４８ 
３ 

０ ９ ４ ｌＱＪ‐１ｍ副】－－引川Ｊ１．。０９９８ 
３ 

０ ５ ６ １１０ ●６戸ｎＪのべＪ戸坑Ｊ勺Ⅱ△｛ｈｕ勺Ⅱ▲９７ ９ 

28.7 

1.1 

370030 

51.1 

19.3 

74,820 

33.1 

7.9 

40,760 iiiliJLJJiii 



第４０表 １０大学本務教員賃金 比較（1965）

京

幾五一地

近
大

_III-L旦一｣_＿Ｌ

患i螺
Ｍ Ｒ 

患i：
(特任を除く）

１１９ 

５０．６ 

１４．５ 

１２１ 

５０．７ 

a3 

RgE3P手当を含む）
９１，４４８ 

104,846 

１３１ 

５２．３ 

１３．１ 

(暫定手当を含む）
９３，９６３ 

107,744 

教

85,843 

98,734 

午樺

PkIfr今

授
一
助
教
授

ＤＨＩ」

:鱸
平均年暑
人

平均担当時間

霊均薑準畜賛篁

９３人
37.1才

14.9時間

62,604円
72,8471リ

６８ 

３８ 

１３．８ 

６７ 

３７．９ 

13.6 

59,476 
69,019 

８９ 

３８ 

７．０ 

８２ 

３９.】

12.6 

61,213 

67,618 

154 

39.4 

114 

38.1 

１７１ 

３８．９ 

14.3 

65,400 
72.300 

12.6 15.3 

ｌ
関
騨
１

63,541 
76,321 

66,944 
68.946 

65,055 
75.523 

62,516 
72.353 

■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
Ⅱ
曰
■
■
■
■
■
■
■
Ｐ
ｂ
■
■
＆
■
■
■
■
Ｐ
■
■
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
■
Ｆ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
■
日
日
曰
Ⅱ
０
１
■
Ｉ
６
Ｕ
Ｉ
０
且
■
■
■
・
■
■
■
」
●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
■
Ｉ
。

實鰄露：
人員
平均年令

平均担当時間

平均本俸
平均基準内賃金

２９ 

３２．６ 
９９人

40.3才

16.6時間

59,420円
68,811円

3５ 

３５ 

２７ 

３２．９ 

９８ 

３７．５ 

４４ 

３４．２ 

148 

38.4 

13.2 

講
師 1４ 10.6 16.4 13.0 14.0 

56,092 

68,133 
46,930 
50,350 

48,052 
56,743 

58,046 
59,322 

52,682 
59.879 綴8１

$レル]:|鵬童i1l…:浅
；;ii鍼lIliil霜|:;j1i;|:鶏

(圏手を除く）
４８人

29.0才

39,817円

40,788円

4０ 

助
手

人員

平均年令

平均本俸

平均基準内賃金

4９ 

２９ 

151 ８３ 

３０．９ 31.4 

40,898 

45,346 

29.2 

41.500 39.424 39.817 

45,718 39,765 40.707 

注）１
２ 

Ｄ大学のみ９月，他は７月のもの。

東京私教連調べ。



｢￣７－－丁一一一

験関係手当・大学院担当手当・夜間授業手当などについても千差万別であ

る(8)。

（８）これらの個別的・具体的な数字については,前出ｒ(全国）私立大学給与規定

集』参照。

以上の諸手当のうち毎月きまって支給されるもののみを本俸の実額と合

せた基準内賃金について，いくつかの大学を比較したのが第40表である。

これによれば概して賃金の高い所は週平均担当時間（および後に見る１人当

り学生数）が多いという相関関係がかなり顕著にうかがわれる。また本俸

だけで比較した時と諸手当を含めた時とでは相当な違いがあることも明ら

かである。

さらにこのほか夏冬の賞与(期末手当）ないし入試手当もきわめてまちま

ちである。しかも何カ月分といっても，その算定基礎には本俸のみのもの

から，勤続給・家族手当・超過授業手当・技能手当・職務手当などの諸手

当をふくむものまで,これまたさまざまであって，支給実額は大きく異な

ってくる。たとえば，東京地区６大学レベルで１９６５年の教員平均年間実

額は最高Ｈ大学の約３９万円から最低Ｋ大学の27万円と，１０万円以上の

開きがある。なおこの賞与については，最近定率分の低滞と定額分(＋α）

の増大がきわめて著しい。組合のある所で年間協定を結んでいる所はきわ

めて少なく，結んでいても年末には一時金闘争を行なう「尻抜け年間」の

所が多いようである

５ 

３．研究費

1967年５月日本学術会議から政府に対し私立大学への研究費助成の勧告

が行なわれており,また臨時私立学校振興方策調査会でも６月末の答申で,,

経常費助成の第一段階として「教育研究費（教材・iii品費・実験実習澱・教

育研究旅費，その他教育研究にあてるための経費)」に対する大巾助成の必要を

強調した。これを受けて文部省では，１９６８年度予算について９１億円余

－２４－ 

' 

〃■



私学の中小企業的体質について②

の研究費助成の要求を行なっている。

国・公・私立大学における研究饗の支給状況をたとえば文科系について

見れば，第４１表の通りである。私立では大規模大学レベルでもほとんど

年間数万円程度であり，表にはないが全く研究喪の支給のないといった所

も少なくないのに対して，国立では２０～５０万円程度（1967年度はこれがさ

らに10％以上アップされている)，公立でも１０数万円から２０万円という大

差がある。そして理科系ではさらにこの差は著しい(1)。

● 

第４１表国・公・私立大学文科系研究費支給状況（1966）（円）

分ｌ教授｜助教授

DＯｌ８０．７０【【)ＯＩＩ４８－２ＵＣ

DＯＩ６０－４００ 

４－Ⅱ 

１校

坂市立（経）Ｉ２０４ＤＯＯＯｌ２０４００Ｃ

DＯＯｌ４Ｕ･ＵＯｕ 

０００＋4寺Ｕｆ分（邑捷部寺TZ20～1０９

ｑｍ－ｎ 

Ⅱ 

d４－ｎｏｏｌ４０－ＣＯ【

注）日教組調ぺ゜

－２５－ 

区分 教授 助教授 識師 助手

国立
教官当り

積算校費

講座制

修士
識座制

学科目制
(大学院ナシ）

学生当り

種算校費

大学院

大学

国立研究所
教官当り積算校費

876,200 

267,500 148,200 112,100 80,700 

199,300 110,100 82,100 60,400 

16,800 

8,000 

472,100 262,400 141,700 

公立
都立

大阪市立（経）

143,547 

204,000 

97,177 

204,000 

97,177 50,807 

Ｃ 50,000 45,000 

1１ 60,000 55,000 

Ｋ 42,000 

Ｍ 63,000 59,000 55,000 51,000 

Ｒ 60,000 50,000 45,000 40,000 

Ｗ 25,000＋特研分（学部毎20～109万） 35,000 

40,000 

h--芸竺~::;::+芸:;:+芸:I:+芸:；;}



‐(1)1967.5日本学術会酸の政府に対する勧告「私立大学に対する研究体制確立

のための助成の拡大について」付表参照。

もっとも国立の場合は，文部省の手許に留保されて後日再分配される部

分が若干あり，また各大学に渡った分の中からも，本部段階で水道・光熱

といった他の費目に流用されるため，実際の研究費としては，かなり上記

の額より少なくなることは，考慮する必要がある。

私立の場合，ほとんど調査費や資料整理費などには充用できず文科系で

は専ら図書費となる場合が多いが，その支給方法は，学部内で配分される

場合，個人に対し現金が支給されて課税対象となる場合，－定額のワク内

で各人が図書を購入し自由に使用できるが所有は学校に帰するという場合

(非課税)，などさまざまである。

またこのような個人ないし識座・学科単位の研究費と別に，一定のテー

マでの個人ないし共同研究に対し学内で助成を行なうという例も若干あ

る。この場合は学内の研究所組織を通じて支給という所が多い。

研究饗と関連して問題になるものに，学会出張旅費がある。これは年２

回実費支給という所もある一方，他方全く支給されないという所もある。

概していうならば，研究費ないし学会出張旅費の－定額の支給が行なわ

れている所でも，それは研究を支えるものとしてはきわめて不十分であ

り，結局かなりの程度賃金に食いこむこととなる場合が多い。

４．教員１人当り学生数

前稿で見たように,1966年度において助手を除く教員１人当り平均学生

数は国立の１２．８人，公立の１３．６人に対して，私立はこれらのほぼ３倍

の37.8人となっている。私立の場合の学生実数は，文部省届出公称数を

かなり上廻っている事例が少なくないから，実際の負担の差はこの数字の

示すものよりさらに大きいこととなる。そして前稿でも見たように，とく

に近年学生増の著しい所ほど，概してこの面での負担増も顕著である。

教員のみならず職員についても，１人当り学生数は第４２表に見るよう

に，私立の場合国立の４倍以上という大きな開きがある。

－２６－ 



私学の中小企業的体質について(2)

第４２表職員１人当り学生数（1966）（人）

分｜国立｜公立｜私立ｌ全国区

1１１１ 

務
計

事
総

職員１
人当り
学生数

55.0 
￣ 

24.4 

12.4 
-

５．３ 

16.2 
-

４．５ 

28.3 

11.8 

注）ｒ速報」No.１１４による。

第４３表私立大学教職員１人当り学生数比較（1965）

粉１⑰

【
Ｎ
」

注）東京私教連『私立大学給与規定集」５－３による。

また私立大学内部について見るならば，第43表に示されるような大規模

大学では，教職員いずれについても，私立全体の平均をかなり大きく上廻

っている。国立の場合は，これと逆にむしろ大規模大学ではこの数が国立

平均より小さいという著しい対照をなす。これは，文科系・理科系の学部

構成の差はあっても，次項の教員授業担当時間の状況と相俟って，一面地

方国立大学での教員の負担が著しく大きいことをうかがわせる。

－２７－ 

大学 学生数
教員１人
当り学生数 鑿務墜員殿億$

東京 ＣＨＫＭＲＷ ９３６６ ６７６３ ３２２８ Ｐ９６Ｂ ２８４２ ３２２３ 
０３ ２１ ７７ ９■ ９７ ２ 帥肥閉鍋拠矼 ９２５５１２ ６８３７６７ 

近畿
Ｄ 

Ｋ 

Ｋ９ 

Ｒ ８６５５ ０●●● ２６６８ ５６３６ 弱拠鋼帥
国立Ｈ 2０ 1６ 



’ 

日本私大連盟の調査によっても（第44表)，大規模大学になるに従い教員

１人当り学生数は増大するが）兼務者を含めた場合はほとんど開きがな

い。これは前に見たように，大規模大学では本務教員の不足をかなり兼務

者で補っていることを示すものである。

第４４表私立大学規模別教員当り学生数比較（1964）（人）

注）『経営白轡』ｐｐ､117～119による。

５．担当授業時間

前出第３７表でも見るように私立大学で週責任担当時間を定めている所

では，ほぼ８～１２時間という例が多いが，中には全く定められていない

（超過授業手当がない）所もある。もっとも，責任時間以内ですむという例

は少なく，規定の倍，もしくはそれ以上ということも珍しくない。中には

最高４０時間以上という極端な例さえある。

文部省の『学校教員調査報告書Ｊによれば,1965年度本務大学教員の週

平均授業時数は，自校および他校の担任を合計して国立12.2,公立11.7,

私立１１．３で（第45表)，私立がむしろ国．公立より少ないという予想外

の数字を示している。これについて，大規模大学の教員負担が国立では

3～10時間と平均より少なく，私立ではむしろその倍程度である（第46表）

ことを考えるならば，予想されるのは，(1)地方国立大学での負担の大きい

こと，（２）逆に小規模私立大学では専任とはいってもかなり名目的で，事実

上兼任的な短大型の場合がかなりある，ということである。このほか私立

の場合かなり大教室授業でカバーしていること（第46表)，調査中他校での

－２８－ 

区分 大学数 蕊箪輩達蝋 綴:！;倉Iﾄﾞ鰹：
学生廩数１万人以上の大学

学生数5,000～１万人の大学

学生数5,000人以下の大学

女子大学

医科系大学

９５ 

２０９ １１ ６０５３７ ●●□●● 娼妬羽鍋４ ７５８９５ ０●●ロ●３４５９３ ２２２ 



私学の中小企業的体質について②

担任は私立の場合必ずしも正穂には把握しえないと思われること，なども

あろう。

なお，大規模大学での持時間の多いことは,前掲大沢勝氏の｢私大調査」

による第３図でもその一端がうかがわれよう。

(時）第４５表週平均授業時数（本務者）

目泪ElfIm,疵ｌ計｜目泪ＥｌＩｌｕＢＥｌｉ汁｜目校｜也泪Ｅｌ計ｌ目石ElfuL級

教掻

功教授

注）１９６５「教員調査」による，

第３図専任教員１人当り週平均担当時間と大学学生規模との相関

(時

P1 

L｣ 

lIHI-1未ｌ～２～５～10～15～20以上
大２未５未10米15未20未仔人）

ｆ達)臓灘鰯繍鰯
規待遇問皿に関するシンポジ

模ウム資料による。

－２９－ 

国立

自校 他校 計

公立 私立

自校 他校 計 自校 他校 計

計

自校 他校 計

６３２０ ●●●■ ０２１０ ．１１１ ８８６ ●●■ ０００ ６１６０ ０３２０ １１１ １２１６ ●●●９ ０１１０ ４２４６ ｍ●巴●２２０８ １１ ５４５２ ０●ＯＧ 鋤２３１９「１１ ０４９６ ０●●● ２００９ １１ ２１２９ ●●●● ０１１０ ２５１５ ●●●Ｇ ２１２０ １１１ ７４１６ ●●●● １１１９ １１ １０９８ ０●●● ０１００ ８４０４ ０●●● １２２０ １１１ 
11.5 0.7112.2 '06’ Ｌ１ 11.7 10.2 1.1 1lb３ 10.9 0.9 11.8 ■蕊助教授識師計



「－－

第４６表国・私立大学教員負担比較（1961.4）ト

ii難藤教授

注）慶応大学審査室調査による。

６．その他

イ．国外留学制度

制度としてまったくない所からはじまり，さまざまの段階．内容がある

が，比較的に条件の良い大規模大学について見れば，次のようなものが多

い。

期間：３カ月～1年半（短期と長期に分ける所がある）

留学費：１年の場合150～200万円。このほか3～10万円の仕度金。

人員：各学部毎年～２年に１人

留学手当：扶養者には本俸・年功加俸・家族手当・賞与を支給する,など。

ロ．国内留学（自宅研修)制度

一定期間（多く半年～1年〉授業を担当しないで研究に専念するもので，

賃金は全額支給の場合が多い。教員数が相対的に少なく勢い過重労働とな

る私学の場合，このような制度は他方では該当者以外の教員に対しさらに

－３０－ 

大学
文科系教員週平均担当時間

教授 助教授 鱗師 議蕊
をこえ
鯛磯に

私立
Ｈ 

Ｋ 

Ｗ 

Ｍ 

Ｒ 

Ｄ 

Ｒ(関西）

Ｋｇ 

Ｋ（〃） ３０４０７４５０５ ●●●●●●●●巳７２５３０４１４３ １１１１１１１１１ １０６０８６３７４ ●白●ロ●●●●●８２６１９４３１２ 
１１１１ 

１１１１ ８０００１８５５８ ●●●●●●●●● ８３５９７３０９０ 
１１１ 

１１１ 

％ 

１９９２２８９８６ Ｃ■●●●●●●●● ４９３６４４９３０ 
１ 

１ 

国．

立

･Ｈｏ 

Ｔｈ 

０ 

Ｋｓ 

Ｋ ６３８５０ ●●●ＣＤ ５６０６８ １ ７７８ 
０ 

０●● 
● ５５４６ ００１ 

０ 

●●● 
● 

４３３ 
４ ００４００ ０ 



私学の中小企業的体質について②

余分の労働を転嫁することとなるという事情もあって，制度として碗立さ

れている所は少なく，また制度としてある場合でも，必ずしも十分利用さ

れないことも間々ある。

ハ．研究室

これはむしろ後の「施設」の項に含まれるものであろうが，研究諸条件

に欠くことのできない一つとしてここでとりあげることにしよう。教員１

人当り平均坪数で比較した国・公・私立大学の研究室の状況は，第４７表

の通りである。これによれば私立は，若干の改善はあるが国・公立のほぼ

半分で推移しており，国立ではとくに理工系の比重の高いことを考慮に入

れても私立の不十分さがうかがえるであろう。しかも私立の中には研究室

がまったくないという場合さえ少なくないのである(1)。

（１）少しく古い数字であるが，1958年の状況について，日本学術会議「科学者生

活白書』は，「｢研究室なし』というものの比率を見ると大学学部では（短大を

除く）教授5.5％，助教授5.9％，常勤識師9.5％，助手9.2％，計7.3％で

あり』国立私立別には私立大学で，学部別では家政学部においてとくに高い｡」

と述ぺている。

第４７表国・公・私立大学研究室状況

】４．１Ｍ

注）各年度『基本鯛査」による。

－３１－－ 

国立

公立

私立

11,899人

3,082 

8,142 

105,551坪

15,350 

28,207 

坪

９０５ ●●０ ８５３ 
国立

公立

私立

国立

公立

私立

2３，５４６ 

４，３６０ 

12,538 

４７０ ５３８ ９７７ ０ｐ□ ４４５ 
２ 

１ 

164,371 

28,281 

44,082 

199,540 

33,837 

70,569 

０５５ ０●● ７６３ 

０１４ ●●● ８７４ ６１ 

6５ 

立立立国公私

立立立国公私

４７０ ５３８ ９７７ ０ｐ□ ４４５ 
２ 

１ 

８ ２ ８ ， ９ ２ 

９ ８ ０ ０ ５ 

８ ２ ５ ■ ２ ２ 

199,540 

33,837 

70,569 

271,080 

57,352 

115,683 

年次｜区分｜教員数｜研究室坪数

1952 

'5７ 

1人当り坪数

9.1 

１１２ 

5.3 
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第４８表私立大学

量ｌｌＨｉ金

rｌ 
Ｕ 

ﾖﾖ［属

IFT 。【几凸住．［ヨ

蕊務欝鱒｜本俸+年功加繍

認鎭

注）日本私大連盟調査による。

－３２－ 

Ａ 
教員

事務員

(68才）
～65才

65才
雑本給十勤続加俸 2.3 7.0 15.0 

Ｃ 
教員

事務員

７０ｺ 

(55二
６５二

～60二

１ ザ波すず 繊轆麹棒
5.0 

7.5 ００ ０● １６ １１ 
16.5 

24.0 

， 
教員

事務員

６５才
(70才）

６５才
本俸

6.0 

7.8 ０８ □０ ２４ １１ 
18.5 

22.3 

Ⅲ 蕊務：
65才
60才 本俸＋年功ｶﾛ俸

5.0 11.5 17.8 

』 警務：
65才
65才

基本給十職務手当 3．７５ 7.5 16.9 

Ｋ 黎務：
なし
なし

本給
2.6 

5.5 

8.0 

13.0 

16.2 

21.5 

ＫＣ 教員
事務員

67才
63才

基本給 5.5 12.0 19.5 

Ｍ 
教員

事務員

６５シ

(55二
６５う

～55二

』〆涙アゲ 退職時本俸 5.0 10.0 17.5 

Ｒ 黎務：
65才
65才 學繍識給 6.0 12.0 18.0 

Ｓｓ 教員
事務員

70才
60才

退職時基本給 5.2 11.4 18.8 

Ｔ ） 

教員

事務員

６５二

～60二
６５二

～60二 ゲヂゲゲ 本俸 5.0 10.0 15.0 

Ｔｓ 教員
事務員

68才
65才 本俸×0.9 ５ ０２ 由□３６ 

7.5 

12.5 ５４ ●■ ５９ １１ 

Ｗ 
教員

事務員

７０二

(55二
６５二

～60コ

』テデＦｒ 俸給ｘ0.87×0.8 3.0 10.0 17.5 

Nｊ 
教員ｉ

事務員!

６８コ

(60二
６５二

(60ぅ １Ｊ テテゲデ 攝禦際
年間の 5.0 10.0 15.0 

5年 10年 15年

|、区別’ ■■－■－〃し ､ご守産会▲=乱ロ免自Ｐ－ＬＬ３ｕＢＰ

退職金
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追職金支給率比較

圃璽且（羽旨NBH捉

Dを垣’@

r1 

L」

【).７１６【 フ｡。Ｉ仁

ｒ１ 

Ｌ｣ 

3-8１４〔
r1 

L』

0１４Ｆ 

4(1０ ９０－０１］(】

0.0ｌ４ＵＯＩ５００１６［ 

、

L」、〈

｢１ 
Ｍ 4【

－３３－÷ 

ｶロ算率 (在職年別）

20年 25年 30年 35年 40年 45年 50年

年金制度

の有無
備考

21.0 28.4 413 48.1 55.0 55`0 55.0 有（私）

６６ ●０ ２２ ２３ 
29.0 

４１．５ ７７ □０ ５０ ３５ 
42.7 

60.2 ００ ●● ００ ５７ ３８ ００ ６８ ５７ ５５ ０■ ２７ ６８ 有（私）
一般

定年

５３ ．０ ５０ ２３ 
33.0. 

38.8 ５５ ●０ ０６ ４４ ００ ●● ８４ ４、５
55.5 

61.5 ００ ●■ ３９ ６６ ５５ ００ ７７ 有（私）．
一般

定年

23.0 28.0 33.0 38.0 有（私）

22.5 28.1 ３３，８ 39.4 45.0 506 56.3 無

６０ □● ５０ ２３ 
36.0 

40.0 ００ ●０ ６０ ４５ ５５ ●■ ７７ ５５ 65.0 65.0 65.0 有（私）
一般
死亡

28.0 37.5 45.0 52.5 60.0 67.5 75.0 有（私）

27.5 40.0 52.5 56.0 77.5 90.0 102.5 有（私）

24.0 30.0 40.0 50.0 60.0 有（私）

28.2 39.5 52.0 64.5 77`0 有（公）

26.0 32.5 39.0 45.5 52.0 無.

ｏ３ ｂロ１６ ２２ 
28.4 

33.8 ３３ ＬＬ ４４ ４１．３ ４Ｌ３ ４Ｌ３ ４１`３ |有(公） 一般
定年

25.0 32.5 40.0 45.0 50.0 55.0 』私Ｉ 有０ ■ ０ ６ 

20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 有（公）



二．研究補助員

日本学術会議が１９６７年春行なったアンケート鯛査によれば(2)，回答の

あった54校中研究補助員（助手，学部学生以外の者）のない所は11校，２０．４

％とかなりの数である。２９校が学部ないし講座(学科）専属の研究補助員

を持っているが，学生数の多い私大では「研究補助」の機能を十分果して

いるかどうか疑問であり，しかもその大部分は実験・実習を要する学部・

学科に極かれている。教員専属の研究補助員を持っているという所はわず

か９％で国立大学か非常に余裕のある大学に限られている。しかもこの調

査対象は，私立については比較的大規模の９０大学についてであり，それ

以外の所では，条件はこれより著しく悪いと考えざるをえない。かくて私

立大学の教員は，資料収集・整理・計算その他一切を自らの手に俟つより

ほかなく，さらぬだに少ない本来的な研究の時間はますます縮ﾉ１，されるこ

とになる。

②前記1967.5勧告附表。

ホ．退職金制度

社会保障制度の不十分なわが国においては，退職金制度および次項の年

金制度のもつ意味はきわめて大きい。大規模大学ではほぼ退職金は制度化

されているが,私立大学全体の中には制度のない所も相当あると見られる。

個々の各大学の退職金（および年金）制度の内容については，１０数大学の

範囲であるが東京地区私立大学教職員組合連絡会駿による「私立大学退職‘

年金規定集』（1963）およびこれを補う東京私教連『私立大学給与規定集

5-1』（1965）がある。なお，日本私大連盟調査による若干の大学における

退職金率は第４８表の通りである。

全体的な状況については，前記日本私大連盟『経営白書」の中に概観さ

れている。これによって見るならば(第49表)，制度のある所でもとくに長

年勤続の場合ほど国立との差が著しくなることがわかる。さらに前に見た

高年令における国・私立の賃金差をふくめて考えるときは，その差はさら

に拡大することになろう。

－３４－ 
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第４９表私立大学退職金制度の現状

Ｍ１鯛査｜Ｈ鶏杢耀繍轤

度のあるもり

4[］ 

]９１４［ 

注）「経営白書』による。

へ．年金制度

私立大学に限らず一般に私学の教職員は，原則的に私立学校教職員共済

組合法の適用を受けるこどになっているが，大学により同法設立の際これ

の適用を希望せず，引続き厚生年金保険法（及び健康保険法）の適用を受け

て今日に至っているものがある。後者は古くから健康保険組合を持ち，短

期給付では私学共済より優位に立っていたもので，設立も古い３９大学が

これに属する。しかしこれらにあっては，長期給付の点からいうと，私学

共済より厚生年金は年金額が著しく低いため，相次いで企業年金がつくら

れた。また最近では，年金財政が年々逼迫する私大財政をさらに圧迫する

大きな要因となっており，部分的には年金基金の食いつぶしさえはじまっ

ている現状の中で，企業年金の調整年金への移行が問題となっている。

私学共済と厚生年金との比較，各私大における企業内年金の内容，その

－３５－ 
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財政などに関する諸問題についてば，ここで立入ることはできないので,(8)

国公立大学との簡単な比較を，老令退職給付によって見るに止めよう。国

家公務員・地方公務員いずれの共済組合の場合も，２０年以上掛金を行な

って退職時３年間平均の給与の４０％が年金として支給されるが，これは

私学共済も同様である。しかし前に見たような，とくに高年令における著

しい賃金の格差は，そのまま年金の格差となって現われることとなる。ま

た厚生年金と企業年金を併用している所では，厚生年金が著しく劣悪であ

るため，本俸の３０～４０％前後が普通である企業年金を加えたものは）私

学共済を上廻る程度にはなっても，国公立に匹敵するまでに至っている所

はそう多くはないものと思われる。

（３）さしあたり『経営白露』および「社会労働研究』13-3，古田秀夫「私立大学

年金と調整年金」参照。

卜．このほか私学では，夜間・通信教育の授業負担，入試・期末試験の

膨大な採点業務（大規模大学の期末試験で２～４千枚の答案ということも珍しく

ない)，学内の各種委員会などの負担は著しい。とくに近年一方ではとくに

私学の学生運動が激烈かつ長期の学園紛争をつぎつぎ惹き起しており，こ

のための教員の時間的・労力的負担はきわめて大きい。他方学内民主化の

進められている所では各種委員会への参加が多くなっており，また組合役

員としての負担も無視できない。そうでなくともさまざまの負担のため著

しく縮少されている研究時間が，これらのためさらに削減されるという悪

条件は，ますます増大する一方である。

７．研究・教育体制

今までに見た研究・教育条件の整備確立の基礎的な責任は，憲法・教育

基本法の精神によれば，文教行政にある。しかし私立大学の場合は，直接

の当事者として学校法人の理事会があり，さらにその諮問機関としては評

議員会がある。そして私立大学が単に法人の経営する「企業」以上のもの

であるためには，学長（総長）を頂点とする学内の教学体制，なかんずく

教授会の主導的な権限の確立を絶対要件とする。私学における「大学の自
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拾」は，大学と外部勢力との直接的な関係においてより，まず第一次的に

・は教学と経営との関係において確立されねばならない。そして少なくとも

日常的には,外部勢力が大学にかかわりをもつのも，Nosupportbut

controLの校友を通じて,経営面から教学を制約するという形をとること

がしばしばである。

このような教学と経営，端的には教授会と理事会との関係，教授会・理

事会・評議員会それぞれの内部の構成および構限は，規定上でもその実際

においても，各大学かなりまちまちである。それらの－々に立入り，また

全体にわたって論議することはできないので，ここでは最近の二つの報告

を引用して問題提起とし，若干の付言をするに止めたい。

はじめに引用するものは，日本学術会議の１９６７年春の調査結果からで

ある（４）。

「1．教授会固有の櫓限について

｜ｲ）教員の任免，昇進などに関する人事が事実上学部長，事務部長，理

事などの段階で決定され，教授会が実質的に審鍍しえない例が少なか

らずある。

（ﾛ）学部長選出の制度がない所（学長の任命などによる）がきわめて多

い｡

（ノリ学長（総長）について，学内での選出制度がない所がきわめて多く，

理事会できめるといった所などもある。

（=）入学人員の決定ではむしろ理事会の方の力が大きいところが少なく
、

なし､。

このほか，教授会の決定に学長の承認が必要とされたり，学長が三

つの学部長と付属中高校長を兼ねていたり，理事長が自動的に学長を

兼ねることになっているばあいがある。

２．教学と経営との関係

（ｲ）小規模大学の場合は，学長がしばしば学部長を兼ね，また理事の一

員となっている例が多い。
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（ﾛ）法人が総長（学長）に事実上経営も一任している場合は，管理運営

が事務部長レベルで決定されている場合がある。

（,｜学内教職員が理事として選出され，とくに常任として主要業務を執

行しているときも，選出方法が不明瞭なぱあいがある。

（二）教授会を基礎にした全学的な教学の体制は）大学協議会，大学評議

会，教学審議会などの名称で設けられているが，このような所は比較

的少数であって，むしろ全学的な教学問題は理事会で処理されるとい

う所が多い。

㈱評議員会は私立学校法の上では諮問機関であるが，かなりの所では

大巾な権限をもつ決議機関となっている。

（へ）最近とくに重大な問題となっている学費については，教授会が決定

に参加しないのが大部分である。

3．その他教授会自体についていえば，たとえば助手などの公募制度を採

っている所はきわめて少なく，また柵成員が教授に限定されている所も

多い｡」

（４）前記1967.5勧告。

一方，私立大学問題懇談会が１９６６年７月文部大臣に行なった報告「当一

面する私立大学の諸問題について」では，

「教授会の意志は大学経営上十分に尊重されるべきことはもちろんであ

る。とくに日常の教授・研究活動については，理事機関はその基本方策を

設定するに止まり，学長の統鞘の下に教授会がその責任において遂行すべ
０ 

きである。しかしながら〆教授会の権限力：強きにすぎ経営管理の責任をも

つ理事会の権限が弱体化されることは，大学の統一した意志決定を困難に

し，私立大学の健全な発展を阻害することであって望ましくない。

学生処分や教員人事権についても，原則として教授会の意向は十分に尊

重されるべきであるが，時として大学の経営管理上の重大問題となる場合

があり，そのような場合に教授会の権限が強きにすぎて教育研究の統輔責

任者たる学長又は経営管理の鍍高責任者たる理事会の責任による有効適切
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な処理を妨げることがある。また，このような場合とくに，教授会が各学

部の個々の立場だけで事をすすめるため，大学全体としての連携を欠き，

大学として統一した処理が困難となることが多い。

私立大学の理事会又は学長は，このような経営管理上の重大問題となる

場合の学生処分や教員人事について，少なくとも最終の椛限を実質的にも

つべきであるとする意見が強かった……｡」

とし，また理事機関の榊成については，

「私立大学の管理運営にあたる理事構関の櫛成員の盗質については，今

日のような客観情勢においては，単に教育者・研究者としてすぐれている

のみならず，財政問題や労働問題にも練達した経営者としてもすぐれてい

ることが要請される。多くの大学（特に歴史の古い学校）においては，理事

の中核は教授のうちから選ばれている。教授にも経営者として適任者はい

るはずであるが，民間企業等における経営の実務を経験した有能な人を理

事の中に加えることが適切な場合が多いのではないか｡」

と述べている(`)。

ａｑ 

(5)なお，同報告では,教職員の労働組合活動について，「学校教育の本質に照ら

し，一定の限界のあることを法制的にも明らかにする必要があるのではない

か｡」とも言っている。

教授会の権限が｢強すぎる」ことではなく，むしろ逆に｢弱すぎる」－歴

史の古い大学でさえも－ことこそ現実の問題である。もちろん，教授会の

特権に安住したセクト主義がしばしば大きな禍いとなっていることは事実

である。またとくに学問の発展が研究・教育の領域の再編成を迫っている

今日,大学におけるその単位としての教授会の意義については,再検討が必

要であることも認めざるをえない。しかしそれらの諸問題は学内構成員.

なかんずくその中心としての教員の組織において自主的に，たとえば民主

的な手続きにより選出された教育審議会，大学協議会といったものによっ

て，解決されるすじあいのものであって，理螂会あるいは学長でも，「全

学」的な立場から介入すべきものではない。
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なおついでながら，古典的な「大学の自治」の再検討に方っては，むし

ろ従来おきざりにされていた職員の位圃づけが明確にされる必要がある。

立入った展開はできないが，職員も教員と同様な教育労働者として研究．

教育にかかわりをもつものである以上，方向としては教授会は教職員組合

の中に発展的に解消すべきものと考える。一方学生も，少なくとも原理的

には単なる「被教育者」としてあるものではなく，文化遺産の創造に教員

と手を携えて立向う協同者である。これに対しては，直ちに教員と同じ資

格で教学上の諸決定に参加するといったことは不可能にしても，少なくと

も「全学協議会」とか「三者協議会」において，ないしは総長（学長）公

選に際して，一定の役割が保障されねばならない。その前提として，学生

内部における民主主義の確立が不可欠であることは，もちろんのことであ

る｡

８．教職員組合

私立大学の教職員組合に関する検討は，これまた問題が広汎多岐かつ複

雑な上に利用しうる資料の貧弱さもあって，それ自身きわめて困難な作業

であり，いずれ機会を改めて本格的に取組まざるをえないものである。従

ってここではさしあたり，現状の大まかな素描，なかんずく若干の問題点

の指摘といった程度に止めざるをえない。

イ．組織状況

1958年における日本学術会議科学者の待遇問題委員会の調査では，回答

のあった私立大学50校中組合の組織されているものは29校(6)であった。

（８）『科学者生活白書』ｐ､50-

しかしながら，６５年度に東京私教連が調査した所では，東京都内84大

学中組合のあるものは２７，組合数は３５となっている。またこれらの組合

の中には，同一法人内の短大以下をもふくむものもあるが，組合員の合計

は約12,500人という。以上の数字は東京都労働局『労働組合名簿」をも

ととして若干の補正を加えたものであるが，調査漏れもあろうし個々の単

組の組合員数も必ずしも正確ではない。またこのほか単一労組に加入して
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いる者も若干はある。しかしながらきわめて大まかに見て，学校数から言

っても，６５年度都内私立大学本務教員数13,229人,本務職員数18,409人，

計31,638人という教職員数からも，組織率はほぼ％程度と見てよいであ

ろう。その後学校数，教職員数は若干増加しているし，一方大学における

組合・組合員の数にもかなりの変動はあるが，％見当という数字には変り

はないと推定される。

これは209校中８４校と私立大学の集中の最も著しい，また比較的組合

の組織率の高い東京の場合である。従って全国的に見た場合，この数字は

これより若干低くなると思われる。日教組私学部が毎年７月末に開催して

いる全国私学教職員懇談会総会への私大単組の参加は，年々増加している

ものの，それでもようやく４０前後にすぎない。

この組織率は65年度全産業の推定組織率35.8％(7)に比べれば低いが，

サービス業平均の26.7％(7)との比較では，とくにこの中に組織率の高い

教育公務員をふくめたものであることを考慮すれば，むしろ良い方といっ

てよい。これは一方教育・研究という特殊性はありながらも，他産業より

は比較的に学歴構成も高く，権利意識に目覚めやすい職種であるためであ

ろう。

（７）『講座労働経済３｣，白井泰四郎縞『日本の労働組合」ｐ､7…

組織形態は大学の教・職のみならず，同一法人内の短大以下をもふくめ

たもの（11i一体・連合体）が多いが，教・職別個のもの（東京の上記２７校中

６校)，高校など別組織のものもあり，中には同一法人内で教組，職組，

本部職組，傭員労組，中高教職組と各々別個になっている所もある。また

このような企業内組合でなく，各都道府県単位の私学単一労組に加入して

いる教職員もある。

上部団体としては，たとえば東京私教連といった都道府県単位の組織の

ほか，近畿では大学の単組だけで榊成された近畿私教連がある。たとえば

東京の場合，このような上部団体に対する加盟の状況は，上記３５単組中

９単組にすぎないが（その後２単組増)，ほかにほぼ同数もしくはそれ以上
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が私教連大学部を中心にして協力関係にあり，ゆるい結合ながら情報・資

料の交換や年末春期などの共闘を行なっている。これらの上部団体はさら

に全国組織としての日教組へ加盟しているものが多いが，個々のキリスト

教系の大学の単組の多くは，日本基督教主義学校教職員組合連合（日基教

連）に加盟している。また医大の組合ないしは単組の中の医学部関係支部

には，たとえば東京医労連を通じ日本医労協などというように，医療関係

の上部団体に加盟しているものも多い。

企業内における個々の労組の組織率は，概して大規模大学ほど高く，８０

～100％に及んでいる。これは教員のみについてだけみても同様で，この

点は国立の大学教員の組織状況の悪いのと著しい対照をなす。このことは

他面，前に見た平均％もしくはそれ以下という組織率と考え併せれば，中

小規模での著しく低い組織率，そこでの組合結成ないし拡大の困難な条件

を物語るものである。かような所では最近とくに私学単一労組の伸張が著

しい。前に述べた東京私教連加盟および協力関係にある２１単組18大学の

学生数が231,187人（65年度，学部のみ）と，東京都内私大学生数399,499

人の６割近く，しかもこの中にはマンモスＮ大学が入っていないことを見

ても，大規模大学への組合の集中がわかる。

また大規模の私立でも学部によりかなりの差があり，たとえば医学部な

どは著しく悪く,教員は１人も組合に加入していないといった例さえある。

ロ．特殊性

教職員組合は研究・教育労働者の組織として他の一般産業に見られない

特殊性をもつ。このことについてはさきに簡単な考察を試みたことがある

が(8)，一口でいうならば，単に経済闘争のみに止まりえず，組合員が賃金

の支払いを受けている労働の条件を，研究・教育条件として問題にし，ま

た研究・教育の内容にまで主体的にかかわりをもたざるをえないというこ

とである。資本はもともと大学における人類の文化遺産の創造（＝研究）
０■●●●□●□B●●●●●●●●●●● 

とその普及（＝教育）とを，自らが必要とし，また受容しうる限りにおし､て

認めるにすぎない。一方労働力は資本にと、不可欠のまた致命的な商品で
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あるが，全般的危機の段階において資本主義の諸矛盾が激化するにつれ，

その担い手である労働者の叛逆もますます高まってくる'。かくて労働力養

成の場における体制順応的な人づくり＝教育と，資本の要請にこたえる研

究とが，ますます強制されることとなる。このような状況の中で教育労働

者，ないしその組織としての教職員組合は，階級的な観点から研究・教育

を自ら主体的にうけとめざるをえない。

（８）日本科学者会議「日本の科学者』１－４，「私学の民主化と組合運動｣。

このような階級的要請は，個々の研究・教育条件改善から，さらにそれ

らを支える体制的保障を要求する学内民主化闘争となり，とくに私学の場

合他方では企業のワクをこえる国庫補助要求となる。後者についてはたと

えば炭労の政策転換闘争といった類似の問題がないではないが，前者，た

とえば「総長公選」といったような問題は，他産業の場合一般的に問題と

なりえない。

この点は研究・教育労働の階級的把握にかかわり，単なる改良闘争とか

労資協調として機械的に批判し去ることのできないものを含んでいる。と

くに大学の自治の建前において，教員が教授会の成員として人事その他教

学全般に主体的な責任をもつ場合，問題は複雑である。これらについては

又別の機会に立入った検討を加えることにしたい(9)。

（９）さしあたり上記「日本の科学者』拙稿ならびにこれに対する芝田進午氏の反

批判（同誌１－６）参照。

他方大学の組合は同じ私学の中でも高校以下の組合と比してかなり際立

った対照をなす。

もちろん大学といってもいろいろあり，今まで見たような「不均等発展」

の中で，中高的な問題をかかえる所もかなりある。一方では「学内の民主

化を更に推進しよう」という大学の組合もあれば，他方には「塾内の封建

性を打破しよう」という，まだ「反封建闘争」段階の所と，さまざまであ

る。また私教連などを中心とした私大間の共闘も，ともすれば６大学レベ

ル＋αの大単組中心となりがちで，中小単組はこの中になかなかくみ込ま

－４３－ 
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れないといったアンバランスもある。一方中高でも，学内民主化も進み組

合組織率も高い所では，以下の定式からはみ出る事例も出てくる。

しかしきわめて乱暴に定式化すれば，大学の組合はいわば「ソ連型」で

あり，中高の組合は「中国型」ともいうべきものであろう。

大学の組合は，多く数百人から千ないし２千人以上といった大規模で，

その中の組織率も比較的高い．そして程度の差こそあれ，組合のあるレベ

ルでは，教授会の力もあって，相対的には内部の民主化もある程度進めら

れている。従って団交の相手の理事が数年前の組合の委員長といった事例

さえあり，しばしば過去の成果にあぐらをかいた幹部請負いの姿勢が生れ

る。解雇撤回といった問題もないではないが，主要な闘争は経済闘争であ

り，近年の「私学危機」の中でようやく教育闘争が取上げられはしたもの

の，まだ思想闘争として十分定着するに至ってはいない。

これに対し中高の組合は100人をこえる例もあるが，多く数十人，中に

は数人から１０数人という小規模・低組織率が多い。内部体制が多く非民

主的なのに加え，とくに近年の生徒減による危機的事態は，解雇の続発と

なり’組合運動は著しく戦闘的となる。第１組合が２０数人，第２組合が

８０余人，残りの数百人が未組織という中で５年ごしに解雇撤回闘争を続

けている事例もある。私学単一にもこのような例が多い。共産ゲリラ型の

「地域人民闘争」である。勢い内部にのみ目を向けたセクト的な姿勢とな

りがちであり，たとえば企業のワクをこえた公費助成などはなかなか運動

となりにくい。私教連などの上部団体も中高の組合が多数を占めるときは，

運動がともすればこのような解雇撤回闘争中心のものとなり，私教連全体

の闘争は，地道な経済闘争や公費助成闘争としては取組まれないで，むし

ろ￣拳に反米政治闘争となる場合がしばしばある。

上部団体との関係でいうならば，大学の場合は組織力も財政力もある程

度あり，そのためむしろ大単組エゴイズムの企業主義的色彩が強く，加盟

しているとはいうものの,上納金を出してるどいうだけで,団交その他につ

いて上部団体の支援に依存する度合は比較的小さい。中高の場合と著しく

－４４－ 
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私学の中小企業的体質について②

対照的である。しばしば問題となる大学単組の上納金の登録人数をめぐる

｢さばよみ」も，このような差異をぬきにして論議することは出来ない。

総じてたとえば私教連といった上部団体は，大学，中高から予備校，学

習塾に至る多種多様の要素を含み，それらの抱えている問題もまたさまざ

まである。このような各単組の具体的な事情を具体的に把握することなし

に，「すじ」論による公式的なおしつけをもって｢指導」とする場合が間々

あるが，これでは「教条主義の怠け者」のそしりを免れえないであろう。

ハ．問題点

私立大学の組合が当面する諸問題は，きわめて多岐にわたるが，ここで

はその中の重要と思われるいくつかを指摘してみよう。

（１）組織について

日教組は教育労働者の全国的組織という建前である。しかしながら，そ

の現実は，内部の組織によってもわかるように，著しく国・公立，なかん

づく小・中学校に傾斜している。その大学部は｢国・公立大学部｣であり，

私立大学の諸問題は，幼稚園・小学校・中学校・高校．短大から各種学校

の諸問題とともに，すべて私学部に委ねられている。日本全国に散在する

高校以下の小単組に続発する解雇その他も，都道府県単位の組織の力が碓

立されていない所では，直接私学部に持込まれることとなる。こうして私

学部の人手不足もあり，他方各単組の分散的傾向・非協力と相俟って，私

立大学の個々の問題はもちろん，全体的な問題についても，なかなか日教

組が本格的に取上げることはできない状況にある。

このため私大教職員組合の全国的な組織の必要性は，かなり昔から唱え

られながらも，日教組という既存の組織との「建前」論のためいつも汰汰

やみとなっていた。1956年「全国私立大学教職員組合懇談会」（｢全国私大

懇｣）が開かれ，その後，第５回まで続けられたが，１９６０年から「全国私

中高懇」と併せて「全私懇」となり今日に至っている過程では，むしろ大

学単組間の結びつきが弱められ，その特殊性が，私学の一般性に解消され

ている感が深い。しかも闘争の発展は大学単組の全国的結集をますます要

－４５－ 
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請しており，1965年からようやく大学独自の分科会も持たれるようになっ

たが，年に１回の集Dでは，せいぜい経験交流に留まり，突込んだ論議な

りこれにもとづく共同闘争の方向への意志統一なりは，なかなか出来ない

という状況にある。このような状況にかんがみ１９６７年の全私懇では，さ

しあたり全国的な情報交換・相互交流のための組織についてかなり具体的

な提案がなされ，その必要性が一致して確認された。組合の側からする国

庫補助運動の従来の停滞も，このような統一的な組織の欠如に一つの大き

な原因があったものと考えられ，今後の早急な組織の具体化が望まれる。

一方，とくに私立大学間の不均等発展を反映して単組間の組織力，闘争

力などに著しい差がある現状で，上記のような全体的な組織づくりの一

方，大単組が進んで主体的にも客体的にも困難な条件にある単組，ないし

未組織の所（私学単一への結集が重要である）に翻極的な協力を惜しまない

企業主義脱皮が要請される。

（２）教育闘争について

一般に労働組合の第一次的な問題は言うまでもなく経済問題である。し

かしながら教職員組合の場合は，前に述ぺたように，階級的な観点からし

て研究・教育そのものにも主体的取組みを要請される。しかし，とくにさ

まざまの職種をふくむ混合組合の場合，これはなかなか困難であり，「大学

教員のみのエゴイズム」という他職種の無理解に遭ったりして全体的な要

求とはなりえないことが多かった。またこれはとり上げ方のいかんによっ

ては，聖職意職的な企業主義となりかねないものを含んでいる。

このような危険はありながらも，とくに次項に述べるような現在の私学

危機の中で，組合はいや応なしに経営に対立する独自の教学の観点の確立
●●●●● 

を迫られている('0>･スローガンだけでもなければしかしまたきれいごとで

もない学費問題への取組み，学内民主化・国庫補助の運動は当然の課題と

なる。そして教職員組合の企業主義の打破は，実はこの教育闘争において

はじめて現実のものとなるといわねばならないのである。

⑩１９６７年７月の全私怨で，大学分科会の一つの中心的なテーマとなったのは，

－４６－ 
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組合の側からする教学のビジョンの確立であった．同報告鴇参照。

（８）私学危機と組合

いわゆる私学危機の本質とその根源がいかなるものであり，その発現が

どのような「不均等発展」の姿をとるかということは，本稿全体の課題で

ある。しかしすでに私立高校の問題を考察した場合にもすでにふれたこと

であり，また今まででもほぼ明らかなことであるが，危機の本質は単なる

財政危機ではなくて研究・教育の危機に外ならないし，またその根源は本

来私的経営として存立しえない私学をむしろ国・公立の補完的・クッショ

ン的存在として利用している文教政策にある。私学に内在的なこのような

危機は，日本経済の高度成長期以後，インフレーションの昂進によって顕

在化するが，それは最近さらに新たな局面を迎えつつある。くわしい検討

は本論の末尾にゆずるが，そのあらましはこうである。すなわち，現在す

でに壁的にも質的にも日本盗本主義にとり過剰となっている大卒労働力に

対し，廉価な中・高卒労働力はいよいよ逼迫の度を加えつつある。しかも

国際的には自由化の嵐の中に資本そのものが再編成を迫られている。この
●●● 

ような状況の中で，理工系「拡充｣,学歴｢偏重是正」（実は学歴再編成)，高

等教育をはじめとする教育制度全般の再検討，設極基準「改正」による新

制大学理念の否定，教育大学に見られるような目的大学化＝専門学校化，

とくに文科系の多い私立大学のスクラップ．アンド・ビルドヘの指向，な

どが次々と打出されてくる。｢危機｣は経済的次元からさらに－歩進んで，

あらわな政治的次元が加重されつつあるといってよい。

このような危機は，まだ必ずしも教職員組合によって正しくうけとめら

れているとは言いがたい。中.高の場合は，生徒数の急減につながる解雇

の頻発，さらには経営そのものの根こそぎの否定と，誰の目にも明らかな

形をとるが，大学の場合研究・教育の荒廃は必ずしも「危機」とは考えら

れなかった。たとえばとくに大手の組合は，マスプロと学費値上には全く

頬かぶりし，それに便乗して連年公務員のアップを上廻る１０％前後のべ・

アをかちとってきた，といってよいのである。

－４７－ 
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しかしここ数年，財政危機はようやくぺ・アや夏冬手当の獲得率の著し

い頭うちないし低下となって現われてきた。たとえば予算上定昇以外に

く･アはゼロとか，闘争の結果でも公務員のアップや公称物価上昇に及ば

ないといった例も少なくないし，また一般産業では史上最高のベアと言わ

れた昨年春も，かなりの私立大学ではむしろ史上最低であった。そしてこ

の傾向は今後さらにきびしいものとなろう。

このような状況の中で，一面組合が教育闘争を問題にし，たとえば国庫

補助，学内民主化，学費問題などをも取上げはじめていることは，かなり

共通に見られる('１)。しかし企業のワクの中で考える限りは，従来の経済闘

争の側面と教育闘争の側面は矛盾せざるをえず，とくに学費問題はしばし

ば組合分裂の端緒ともなる。一般に組合内部の問題が表面化するのは，一

般産業でも不況期であり，今後の危機的事態の中で私立大学の組合もその

真価を問われることとなろう。

、）全私懇各年度報告書参照。

DP 

〔追補〕

前稿で主要私立大学の学生数の増加状況につき検討し，その「不均等発

展」を見たが，その後本年度の学生数が『全国学校総覧』により明らかに

なったので，前出第１７表に続くものとして第５０表を作製した。一見し

て明らかなように，Ａグループの停滞（前年度より減少しているものも３，４）

と，Ｂグループの依然たる高度成長が読みとれる。ただしＢグループの中

でも，たとえばＴｋ大学のように学内の民主的勢力の強い所ではここ数年

横這いとなっており，他方内部の教学体制に種々問題のあるＴ０，Ｋｓなど

の増大ぶりはとくに著しく，それぞれ５８年比１２．１倍，１７．８倍となっ

ている(1)。すでに中高に著しいブーム期生徒急増校の反落が，大学で今後

どのように現われるかは，注目に値する。

（１）Ｎ大学は公称数と実数が著しく開いており，’６７の増加は公称数を幾分でも

実数に近づけたということにすぎない。

－４８－ 
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第５０表私立大学学生増加状況 (人）
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また前稿の第１９表によって考察した最近の私立大学新設状況を，今年

の数字によって追加・訂正したのが第５１表である。来年度の新設の申舗．

は１４校にすぎず，しかもこのうち認可されるのはせいぜい１０校見当で

あろうと見られる。ブームと言われる大学新設が，来春の志願者ピークを

前に，すでに６６年春曲りかどに達していたことがわかる(2)。しかも新股

校の特徴の一つとなっていた女子大の減少は著しい。また地方分散の傾向

はきわめて顕著であり，６７年度東京での新設大学は皆無であったことも目

をひく。さらに注目すべきは，依然約半数の10校が定員未満なのに加え，

昨年度新設の定員未満校が２年目を迎えてもそのまま定員未満であり，さ

らに１校増加している，ということである。湖って６２年度新設のものも，

６年目の今年になって，定員未満がむしろ今までより１校ふえている。こ

れらによってみても，すでに「危機」は新たな時点にさしかかっているも

のと考えざるをえず，現在中・高段階で進行しつつあり，今後大学にも予

想されるスクラップ．アンド・ビルドはⅢきわめて尖鋭な形をとるものと

予想される。

（２）同様のことは，短大についても言える。（1967.1Ｌ30）（未完）

第５１表私立大学新設状況（1962～'67）
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注）１．年度によって学部・学科増設，定員変更の所がある。

２．６４年度新波校中入学定員500人をこえるものが３校,６５年度について

は２校ある。

３．６大府県は神奈川，愛知，京都，大阪，兵)順，福岡。
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